
                                                     

重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱 

                 （昭和５０年６月７日埼玉県生活福祉部長決裁） 

 （趣旨） 

第１条 県は、重度心身障害者の福祉の増進を図るため、医療保険等の一部負担金につい

て支給したときは、当該市町村に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼

玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めると

ころによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいい、「医療保険各

法」とは、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）、高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号）及び社会保険各法をいう。 

 (1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

 (2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

 (3) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

 (4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

 (5) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

２ この要綱において「重度心身障害者」とは、県内に住所を有する者（障害者支援施設

等入所者であって、市町村において対象者とした者にあっては、県内に住所を有する者

とみなす。）のうち医療保険各法に規定する被保険者、組合員若しくは加入者（被保険

者、組合員又は加入者であった者を含む。以下「被保険者等」という。）及び被扶養者

であってかつ次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

 (1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者手帳の交

付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身

体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める１級、

２級又は３級の障害を有する者 

 (2) 埼玉県療育手帳制度要綱（平成１４年埼玉県告示第１３６５号）に基づく療育手

帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同

要綱で規定する「○Ａ」、「Ａ」又は「Ｂ」の障害を有する者 

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）に規定

する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害

者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に定める１級の障害を有する者 

 (4) ６５歳以上７５歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平

成１９年政令第３１８号）別表に定める障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医

療広域連合の認定を受けている者 

 (5) ７５歳以上の者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める

程度の障害の状態にある旨の市町村長の認定を受けている者 

３ この要綱において「受給資格登録者」とは、重度心身障害者が一部負担金の助成を受

けることを目的に市町村に登録申請を行ったことで、受給資格者として登録されてい



                                                     

る者をいう。ただし、以下に掲げる者は受給資格登録者となることはできない。 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

 (2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３に規定する小規模住居型児

童養育事業を実施する者又は同法第６条の４に規定する里親に委託されている者 

 (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付を受け

ている者 

 (4) 重度心身障害者となった年齢が６５歳以上の者。ただし、前項第４号又は第５号に

規定する重度心身障害者にあって、６５歳に達する日の前日までに高齢者の医療の

確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあり、その旨の市町村長

の認定を受けた場合はこの限りでない。 

４ 受給資格登録者の登録期間は次号に規定する期間とする。 

  (1) 受給資格登録の申請日又は受給資格の更新日（以下「更新日」という。）からそれ

以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日までとする。

ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又

は精神障害者保健福祉手帳の場合の受給資格登録期間の終期は次のとおりとする。 

  ア 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又

は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日 

  イ 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は

受給資格消滅日のいずれか早く到達する日 

  ウ 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有

効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日 

  (2)  前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当し、かつ市町村が条例又は規則で

それに係る内容を規定している場合は当該規定する日を受給資格登録の申請日とみ

なす。 

  ア 身体障害者手帳（第２項第１号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に

限る。）、療育手帳（同項第２号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限

る。）又は精神障害者保健福祉手帳（同項第３号に規定する重度心身障害者に交付

された手帳に限る。）の交付を新規に受け、重度心身障害者となった者が、当該手

帳を受領した日までに受給資格登録の申請をしたときは、当該手帳の交付日の属

する月の初日 

  イ 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、重度心身障害者となった者が、

当該手帳を受領した日までに受給資格登録の申請をしたときは、再認定日の属す

る月の初日 

  ウ 療育手帳の再判定により等級が変更され、重度心身障害者となった者が、当該手

帳を受領した日までに受給資格登録の申請をしたときは、再判定日の属する月の

初日 

  エ 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、重度心身障害者となっ

た者が、当該手帳を受領した日までに受給資格登録の申請をしたときは、当該手帳

の更新に係る申請を市町村が収受した日の属する月の初日 



                                                     

  オ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にある

旨の認定を受け、重度心身障害者となった者が、当該認定を受けた日までに受給資

格登録の申請をしたときは、当該認定を受けた日 

  カ 他の市町村（特別区を含む。）から転入した重度心身障害者が転入後１５日以内

（当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、

災害その他やむを得ない理由がやんだ後１５日以内）に受給資格登録の申請をし

たときは、住所を変更した日 

  キ 重度心身障害者が第３項第１号から第３号に該当しなくなった後１５日以内

（当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、

災害その他やむを得ない理由がやんだ後１５日以内）に受給資格登録の申請をし

たときは、該当しなくなった日 

  ク アからキに掲げるもののほか、重度心身障害者が災害その他やむを得ない理由

により受給資格登録の申請をすることができなかった場合において、災害その他

やむを得ない理由がやんだ後１５日以内にその申請をしたときは、災害その他や

むを得ない理由で当該申請をすることができなくなった日 

  (3)  第１号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、当該規定する日を

受給資格登録期間の終期とする。 

  ア 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、重度心身障害者に該当しなく

なったときは、当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年

月の末日のいずれか早く到達する日 

  イ 療育手帳の再判定により等級が変更され、重度心身障害者に該当しなくなった

ときは、当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の

末日のいずれか早く到達する日 

  ウ 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、重度心身障害者に該当

しなくなったときは、当該手帳の更新に係る申請を市町村が収受した日の前日又

は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日 

５ この要綱において「一部負担金」とは、受給資格登録者に係る医療について、医療保

険各法又はその他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保

険給付、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規程による

給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。ただし、市町村長が、一部負

担金を受給資格登録者に代わり指定する医療機関等に直接支払っている場合若しくは

埼玉県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）又は社会保険診療報酬支払

基金（以下「支払基金」という。」）に当該直接の支払いを委託している場合は、その委

託がないものとして算定される額をいう。 

６ この要綱において「現物給付」とは、受給資格登録者が、１５歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間の入院に係る医療費及び９歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間の通院に係る医療費について、健康保険法第６３条第３項各号に規定す

る病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払いを求められず、市町村が受給

資格登録者に代わり医療費を当該医療機関に支払うことをいう。 

７ 第５項ただし書きの規定は、現物給付を実施した場合には適用しない。 



                                                     

８ この要綱において「審査支払手数料」とは、市町村が現物給付を実施するため国保連

に委託している場合において、当該契約に定められている、審査支払手数料として、国

保連の審査及び支払事務の執行に要する費用に充てるため、国保連が審査した診療報酬

明細書、調剤報酬明細書（これに相当する電子情報又は記録事項を含む。）１件につき、

当該契約に定められた単価を乗じて得た額及び市町村が現物給付を実施するため支払基

金に委託している場合において、当該契約に定められている、事務費として、別に定め

る事務費算定の基礎となる１件当たりの金額に毎月診療報酬の精算の基礎となった診

療件数（診療件数を算定できない場合、県が別に定めた方法により算出した件数を用い

ることができる。）を乗じて得た額をいう。 

 （補助対象経費、補助率等） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に該当するものとし、各号の経費に

補助率を乗じて得た額（１円未満の端数は切り捨てるものとする。）の合計を補助申請

額又は補助所要額とする。ただし、受給資格登録者の責め（税の未申告等）により過分

の自己負担があるときは、その額につき補助金の対象経費としない。 

 (1) 一部負担金（第２条第２項第３号に規定する重度心身障害者が医療法（昭和２３ 

  年法律第２０５号）第７条第２項第１号に規定する精神病床に入院したときの一部 

  負担金を除く。）に相当する金額の助成金（以下「助成金」という。）。 

 (2) 審査支払手数料。 

２ 前項の経費に対する補助率は、当該所要経費の２分の１とする。 

  ただし、補助金を受けようとする年度の前年度財政力指数（以下「財政力指数」とい

う。）が１を超える市町村に対する補助率は、次号に定めるとおりとする。 

 (1) 前年度の補助率が１／２の市町村           ５／１２ 

 (2) 財政力指数が１．１未満の市町村           ５／１２ 

 (3) 財政力指数が１．１以上の市町村（(1)の場合を除く。） １／３ 

３ 前項の規定にかかわらず、さいたま市の補助率については６分の１とする。 

４  第２項の財政力指数は、補助金を交付する年度（以下「補助年度」という。）の前年

度以前３か年における各年度の基準財政収入額を基準財政需要額（基準財政収入額及

び基準財政需要額は地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）で規定される額をいう。

以下「基準額」という。）で除して得た数値（以下「単年度財政力指数」という。その

数値に小数点以下第２位未満の数値があるときはこの端数を四捨五入するものとする。

これ以下算出する数値について同じ。）の合計を３で除して得た数値とする。 

５ 規則第４条による申請日までに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）で規定する市

町村の廃置分合のうち合体及び編入により合併（以下「合併」という。）があった市町

村にかかる前項の単年度財政力指数は、総務大臣による普通交付税及び地方特例交付

金等の交付額の決定時において、合併後市町村の基準額が算定されている年度はこれ

により数値を算出し、合併前のため合併後市町村の基準額が算定されていない年度に

おいては、合併前の各市町村基準額の合計額により得られた数値を、合併後市町村の基

準額とみなして、前項の例により算出することとする。 

６ 規則第４条による申請日後、補助年度内に合併があった市町村については、前項の規

定にかかわらず、当該年度に限り、合併前の市町村が存在するものとして、合併前市町



                                                     

村の財政力指数により、それぞれ補助率を適用し、補助金を算定することとする。 

７ 市町村が、国民健康保険法第４３条第１項の規定により、同法第４２条第１項に規定

する一部負担金の割合を減じた場合には、減じた割合に相当する金額を第１項の経費

とみなす。 

 （所得制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、受給資格登録者が医療保険各法又はその他の規定に

よる医療給付を受けた前年（１月から９月までの間の場合にあっては前々年）の受給資

格登録者の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年７月４

日政令第２０７号）(以下「政令」という。）第７条に規定する額を超える場合の助成金

は、補助金の交付対象経費としない。ただし、ここでいう所得とは政令第４条に規定す

る所得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第５条によるものとする。 

２ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係る住宅、家

財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供す

る固定資産（鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。）につき被害金額（保

険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。）がその価格のおおむね２分の１以

上である損害を受けた場合、その損害を受けた日から翌年の９月３０日までの医療保

険各法又はその他の規定による医療給付にかかる医療費助成については前項の規定を

適用しない。 

 （申請書の様式等） 

第５条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の提出期限は、毎年４月３０日とする。 

 （変更申請手続） 

第５条の２ この補助金交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付

等の申請を行う場合には、様式第１号の２の申請書により毎年１２月２０日までに提

出するものとする。 

 （記載事項等） 

第６条 規則第４条第１項第３号に掲げる事項は、記載することを要しない。 

２ 規則第４条第２項第１号、第２号及び第４号に掲げる事項に係る書類の添付は要し

ない。 

 （交付決定通知書の様式） 

第７条 規則第７条の交付決定通知書及び変更交付決定通知書の様式は、様式第２号及

び様式第２号の２のとおりとする。 

 （概算交付） 

第８条 知事は、規則第５条の規定により交付決定した額を概算払の方法により交付す

るものとする。 

第９条 削除 

 （補助事業の遂行） 

第１０条 県は、規則第５条の規定により交付決定を受けた市町村に対し、規則第２０条

の規定により、補助事業の円滑な実施の確保を目的とした監査を別に定める方法で実

施するものとする。 



                                                     

２ 規則第５条の規定により交付決定を受けた市町村は、規則第１１条の規定により、補

助事業の遂行その他事業の実施に必要な事項について、県に報告しなければならない。

また、埼玉県が別に定める期日までに、県が定める方法で定期の状況報告をしなければ

ならない。 

 （実績報告書の様式等） 

第１１条 規則第１３条の報告書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

２ 規則第１３条の報告書の提出期限は、毎年３月２０日とする。 

 （補助金の確定、精算交付） 

第１２条 規則第１４条の交付確定通知書は、様式第４号のとおりとする。 

２ 規則第１４条の規定により確定した補助金については、速やかに精算交付するもの

とする。 

 （関係書類の保管） 

第１３条 市町村は助成金の支給に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、助成金の支給に係る会計年度の翌会計年度か

ら５年間保管しなければならない。 

 

   附 則 

１ この要綱は、昭和５０年１０月１日から施行する。 

２ 昭和５０年度の補助金交付申請書の提出期限は、第４条第２項の規定にかかわらず、

昭和５０年１０月３１日とする。 

３ 昭和５０年度の補助金の交付の時期は、第７条第２項の規定にかかわらず、昭和５０

年１２月とする。 

４ 第７条の規定は、昭和５１年１月１日以降補助事業を開始する市町村に係る昭和５

０年度の補助金に関しては、適用しない。 

   附 則 

 この要綱は、昭和５３年１０月１日から施行する。ただし、様式第１号別紙、様式第２

号、様式第３号については、昭和５３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和５６年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和５８年２月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、昭和６０年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前の診療に係る医療費の支給については、なお、従前の例による。 

   附 則 

  この要綱は昭和６０年９月３日から施行し、改正後の要綱は、昭和６０年４月１日か

ら適用する。 



                                                     

   附 則 

 この要綱は、平成７年１１月１日より施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１０年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１４年１月１日より施行する。 

２ この要綱の施行前の診療に係る補助金の算定については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年１１月１２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ さいたま市については、第３条の規定にかかわらず平成２６年度の補助率を３分の

１とする。 

２ この要綱は、平成２５年８月２６日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行日の前日において重度心身障害者（第２条第２項第３号に規定する

重度心身障害者を除く。）であった者については、第２条第３項の規定は適用しない。 

   附 則 

１ さいたま市については、第３条の規定にかかわらず平成２７年度の補助率を３分の

１とする。 

２ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条第５項第２号イの規定は平成２８年４月１日以降に他の市町村（特



                                                     

別区を含む。）から転入した重度心身障害者に、また、同号ウの規定は平成２８年４月

１日以降に第３項第１号から第３号に該当しなくなった重度心身障害者に適用し、同

日前に転入した又は該当しなくなった重度心身障害者については、なお従前の例によ

る。 

   附 則 

１ この要綱は平成３１年１月１日から施行する。ただし、第３条第３項の規定は平成３

０年度分の補助金から適用する。 

２ この要綱による改正後の第４条の規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に受給資格登録者となるために市町村に登録申請を行った者（施行日以後に

登録申請を行った者であって、第２条第４項第２号の規定により施行日前に登録申請

を行ったとみなされる者を含む。）について適用し、施行日前に市町村に登録申請を行

った者については、当該市町村から転出（引き続き当該市町村が助成する場合を除く。）

しない限り平成３４年１０月１日から適用する。 

３ 平成３０年１２月３１日以前に市町村に登録申請を行った者に係る医療保険各法又

はその他の規定による医療給付に係る補助金の算定に関しては、なお従前の例による。 

    附 則 

１ この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条第７項及び第３条第１

項の規定は、令和４年１０月診療分から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。ただし、第３条第１項の規定は令和

５年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前の診療に係る補助金の算定については、なお従前の例による。 



                                                     

様式第１号（第５条関係） 

 

    年度重度心身障害者医療費支給事業補助金交付申請書 

 

                         第    号 

                        年  月  日 

 

（あて先） 

      埼玉県知事 

 

 

                  住所          

                  市町村長        

 

 

 下記のとおり、    年度重度心身障害者医療費支給事業補助金の

交付を受けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則第４条の規定

により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額  金        円 

２ 関係書類 

      年度重度心身障害者医療費支給事業補助金交付申請額 

  算定調書 

   別紙のとおり 



                                                     

別紙 

    年度重度心身障害者医療費支給事業補助金交付申請額算定調書  

 

１ 対象者数調（本年度対象予定者数）  

     区 分 

保険種別 
身体障害者 知的障害者 精神障害者  総 数 備 考 

国  保 
     

社  保 
    

後期高齢者医療 
    

合  計 
    

 

２ 所要額算出明細書                  （単位：円）  

     区 分 

保険種別 

一部負担金等

の額  Ａ 

附加給付 

の額 Ｂ 

高額療養費 

の額  Ｃ 

支給予定額 

(A-B-C) Ｄ 
備 考 

国  保 
     

社  保 
    

後期高齢者医療 
    

合  計 
    

 

３ 医療費補助申請額                   （単位：円）  

支給予定額 

    Ｅ 

収入見込額 

    Ｆ 

県費補助基本額  

(E-F)  Ｇ 

補助率 

  Ｈ 

県費補助申請額  

(G×Ｈ)   Ｉ  
備 考 

   ／   

 

４  審査支払手数料補助申請額              （単位：円）  

支払予定額 

    Ｅ' 

返戻見込額 

     Ｆ' 

県費補助基本額 

(E'-F')  Ｇ' 

補助率 

  Ｈ' 

県費補助申請額 

(G'×Ｈ')  Ｉ' 
備 考 

   ／   

 

                             （単位：円）  

補助金交付申請額  

Ｉ＋Ｉ' 
備 考 

  

 



                                                     

様式第１号の２（第５条の２関係） 

 

    年度重度心身障害者医療費支給事業補助金変更交付申請書 

 

                         第    号 

                        年  月  日 

 

（あて先） 

      埼玉県知事 

 

 

                 住所          

                 市町村長        

 

 

     年度重度心身障害者医療費支給事業補助金については、    

年  月  日付け   第    号で交付決定を受けたところです

が、その後の事情変更により、交付額を下記のとおり変更されたく申請

します。 

 

                記 

 

１ 今回変更交付申請額      金          円 
 

内訳  
既交付決定額  金         円     

差引今回申請額  金         円  

 

２ 変更を必要とする理由 

 

 

３ 関係書類 

       年度重度心身障害者医療費支給事業補助金変更交付申請 

  算定調書 

   別紙のとおり 

 



                                                     

別紙 

       年度重度心身障害者医療費支給事業補助金変更交付申請額算定調書 

 

１ 対象者数調（本年度対象予定者数） 

     区 分 

保険種別 
身体障害者 知的障害者 精神障害者 総 数 備 考 

国  保 
     

社  保 
    

後期高齢者医療 
    

合  計 
    

 

２ 所要額算出明細書                    （単位：円） 

     区 分 

保険種別 

一部負担金等

の額  Ａ 

附加給付 

の額 Ｂ 

高額療養費 

の額  Ｃ 

支給予定額 

(A-B-C) Ｄ 
備 考 

国  保 
     

社  保 
    

後期高齢者医療 
    

合  計 
    

 

３ 医療費補助申請額                    （単位：円） 

支給予定額 

    Ｅ 

収入見込額 

    Ｆ 

県費補助基本額 

 (E-F)   Ｇ 

補助率 

  Ｈ 

県費補助申請額 

 (G×Ｈ)    Ｉ 
備 考 

   ／   

 

４  審査支払手数料補助申請額              （単位：円） 

支払予定額 

    Ｅ' 

返戻見込額 

     Ｆ' 

県費補助基本額 

(E'-F')  Ｇ' 

補助率 

  Ｈ' 

県費補助申請額 

 (G'×Ｈ')  Ｉ' 
備 考 

   ／   

 

                              （単位：円） 

変更交付申請額 

  (I+I')   Ｊ 

既交付決定額 

     Ｋ 

差引今回申請額 

     Ｊ－Ｋ 
備 考 

    

 



                                                     

様式第２号（第７条関係） 

 

    年度重度心身障害者医療費支給事業補助金交付決定通知書 

 

                         第    号 

                        年  月  日 

 

 市町村長       様 

 

 

                埼玉県知事      （公印省略）  

 

 

     年  月  日付け   第    号で申請のあった    

年度重度心身障害者医療費支給事業補助金については、下記のとおり交

付します。 

 

                記 

 

１ 交付決定額    金        円 

２ 支払方法    概 算 払 い 

３ 条   件 

 (1) この事業の内容変更（支給に関する条例等）をした場合は、知事  

の承認を受けること。 

 (2) この事業の支給費に充当すること。 

 (3) この事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告する  

こと。 



                                                     

様式第２号の２（第７条関係） 

 

   年度重度心身障害者医療費支給事業補助金変更交付決定通知書 

 

                         第    号 

                        年  月  日 

 

 市町村長       様 

 

 

                埼玉県知事      （公印省略）  

 

 

     年  月  日付け   第    号で交付決定した    

年度重度心身障害者医療費支給事業補助金について、   年  月               

  日付け   第    号の変更交付申請に基づき、決定の内容の

一部を下記のとおり変更することに決定したので通知します。 

 

                記 

 

１ 変更交付決定額  金        円 

  （内 追加（減額）交付決定額  金        円） 

２ 支払方法  概 算 払 い 

３ 条     件 

 (1) この事業の内容変更（支給に関する条例等）をした場合は、知事  

の承認を受けること。 

 (2) この事業の支給費に充当すること。 

 (3) この事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告する  

こと。 



                                                     

様式第３号（第１１条関係） 

 

    年度重度心身障害者医療費支給事業補助金実績報告書 

 

                         第    号 

                        年  月  日 

 

（あて先） 

      埼玉県知事 

 

 

                 市町村長        

 

 

     年  月  日付け   第    号で補助金の交付決定

を受けた重度心身障害者医療費支給事業の    年度における実績に

ついて、補助金等の交付手続等に関する規則第１３条の規定により、下

記の関係書類を添えて報告します。 

 

                記 

 

       年度重度心身障害者医療費支給事業補助金精算調書 

    別紙のとおり 

 



                                                     

別紙 

    年度重度心身障害者医療費支給事業補助金精算調書 

 

１ 受給者数等調（年度末現在数）  

     区 分 

保険種別 
身体障害者 知的障害者 精神障害者  総  数 支給件数 備考 

国  保 
      

社  保 
     

後期高齢者医療 
     

合  計 
     

 

２ 支給状況調                      （単位：円）  

     区 分 

保険種別 

一部負担金等

の額  Ａ 

附加給付 

の額 Ｂ 

高額療養費 

の額  Ｃ 

支給額 

(A-B-C) Ｄ 
備 考 

国  保 
     

社  保 
    

後期高齢者医療 
    

合  計 
    

 

３ 医療費補助所要額                   （単位：円）  

支給費総額 

    Ｅ 

収入額 

  Ｆ 

県費補助基本額  

 (E-F)   Ｇ 

補助率 

  Ｈ 

県費補助所要額  

 (G×Ｈ)    Ｉ  
備 考 

   ／   

 

４  審査支払手数料補助所要額            （単位：円）  

支払総額 

    Ｅ' 

返戻額 

   Ｆ' 

県費補助基本額 

(E'-F')  Ｇ' 

補助率 

  Ｈ' 

県費補助所要額 

 (G'×Ｈ')  Ｉ' 
備 考 

   ／   

 

                              （単位：円）  

補助所要額合計 

  (I+I')   Ｊ 

既交付決定額 

     Ｋ 

差引過(△ )不足額  

     Ｊ－Ｋ 
備 考 

    

 



                                                     

様式第４号（第１２条関係） 

 

 

    年度重度心身障害者医療費支給事業補助金交付確定通知書 

 

 

                         第    号 

                        年  月  日 

 

 

 市町村長       様 

 

 

                埼玉県知事     （公印省略）  

 

 

     年  月  日付け   第    号の交付決定通知に基

づく、    年度重度心身障害者医療費支給事業補助金については、    

年  月  日付け   第    号の事業実績報告書に基づき、下

記のとおり交付額を確定したので通知します。 

 

 

                記 

 

 

１ 交付確定額      金        円 

２ 交付決定額      金        円 

３ 差引過(△)不足額   金        円 

 


